
令和6年能登半島地震被災文化財等救援事業（文化財レスキュー事業）

文化財の廃棄・散逸を防止するため、主に国指定等以外の文化財（動産文化財）を対象として、緊急に保全措置を
必要とする動産文化財及び美術品を対象に、救出、応急措置し、博物館等において一時保管を実施

国立文化財機構

被災文化財等救援委員会
事務局：文化財防災センター

   構成員：文化遺産防災ネットワーク推進会議参画団体 ※

現地本部

レスキュー隊
被災市町村

文化財所有者等

文化庁
（文化財等災害対策委員会）

設置

設置

編成

レスキュー作業

事業委託

救援要請

※文化遺産防災ネットワーク推進会議参画団体
（27団体）2024年2月5日現在

国立文化財機構
国立美術館
国立科学博物館
人間文化研究機構
国立国会図書館
国立公文書館
日本博物館協会
日本図書館協会
全国科学博物館協議会
文化財保存修復学会
日本考古学協会
日本文化財科学会
全国美術館会議

全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
全国大学博物館学講座協議会
宮城歴史資料保全ネットワーク
歴史資料ネットワーク
西日本自然史系博物館ネットワーク
全国歴史民俗系博物館協議会
大学博物館等協議会
文化財保護・芸術研究助成財団
文化財保存支援機構
日本民具学会
九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会
国宝修理装潢師連盟
映画保存協会
日本民俗学会

調整

実施主体

被災県
文化財保護行政主管部局
文化財等関係県有施設

救援要請 調整

救援要請 調整
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